
東京都府中市② 

 
1. 事業内容 
担当課等 工業技術情報センター 

TEL：042-335-4474 FAX：042-352-4100  
助成事業名 新製品・新技術開発事業補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・中小企業が単独又は複数企業、大学、公設試験研究機関等と連携して、実用化の

見込みのある新製品・新技術の研究開発を行う事業に要する経費の一部を補助し

ます 
・中小企業基本法に準拠した中小企業（法人・個人）、または中小企業で構成する

事業協同組合等であること。 
・市内に主たる事務所を持ち、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。 
・補助金の交付申込時に、市税を完納していること。 
・研究開発場所が原則として市内であること。 
(*)「中小企業基本法」による中小企業の定義 
 

業  種 資本金及び従業員 

製造業・建設業・運輸業・ソフトウェ 

ア業・情報処理サービス業・その他 
3 億円以下、又は 300 人以下 

卸 売 業 1 億円以下、又は 100 人以下 

サ ー ビ ス 業 5 千万円以下、又は 100 人以下 

小 売 業 5 千万円以下、又は 50 人以下 

助成内容  補助の対象となる新製品・新技術の研究開発の内容 
① 新製品の開発技術 
② 機械器具・装置の高性能化または省力化・自動化に関する技術 
③ 新素材・新材料の開発利用技術 
④ 生産、加工または処理のための新技術 
⑤ 新システムまたは新工法の開発技術 
⑥ 資源・エネルギー対策関連技術 
⑦ 公害防止、安全、福祉等社会開発対策関連技術 
⑧ その他、産業の発展に寄与すると市長が認めた技術の開発 
※ソフトウェア開発のみの事業は補助対象とはなりません。 

 補助対象経費 
・2010 年 4 月 1 日から 2011 年 2 月末日までに契約（申込）、実施、支払いが行わ

れた以下の経費で研究開発に必要最小限のもの 
経費区分  内    容 

原材料・副資材費 開発品の構成部品、研究開発等の実施に直接使用し消費される 

原料、材料及び副材料費の購入に要する経費 

例：鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品など 

外注加工費 自社内で実施が不可能な当該研究開発の一部を外部に委託（外注）

する場合に要する経費例：機械加工、基盤設計、委託加工、機械

委託製作、委託設計、ソフトウェア開発など 

機械装置・ 

工具類費 

1 次の機械装置などの購入に要する経費 

① 当該研究開発に必要な機械装置 

② 測定、分析、解析、評価等を行う機械装置 

③ 研究開発に必要な機械装置を自社で作製する場合の部品 

2 1－①、②の借用に要する経費 

3 当該研究開発に用いる金型及び器具・道具類の購入、試作、改

良、据え付け費用、修繕に要する経費 

例：旋盤、試作用金型、ドリル、治具、ビーカーなど 

工 業 所 有 権 出

願・導入費 

1 開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費 

2 特許・実用新案等（登録、出願に公告されているものに限る）

を他の事業者から譲渡又は実施許諾（ライセ ス使用料を含む）を

受けた場合の経費 

技術指導 

受入れ費 

外部（専門家）から技術指導を受ける場合に要する経費 

例：謝金など  



 

助成期間 ・2010 年 4 月 1 日から 2011 年 2 月末日まで 
※2011 年 2 月末日までに事業が完了しない場合、補助金が交付されない場合があ

ります。 
助成金額、補助率 ・限度額 100 万円（補助率は、補助対象と認められる経費の 2/3 以内） 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・2010 年 4 月 1 日（木）～2010 年 4 月 30 日（金） 
審査（選考）方法 ・書類審査及び面接 
申請に係わる必要

書類等 

ア 事業申込書（指定様式） 一式 
・製造業等活性化事業補助金交付申込書 
   ・新製品・新技術開発事業実施計画書 
イ 申込前確認リスト 
ウ 営業の経歴及び営業内容のパンフレット等 
エ 発行後 3 ヶ月以内の登記事項証明書（法人企業）（写し可） 
オ 住民票（個人企業の場合）・定款（団体の場合） 
カ 直近の確定申告書（税務署の受付印のあるもの）の写し 
キ 特許・実用新案等がある場合はその写し 
※ ア 、 イ の 書 類 は 、 府 中 市 工 業 技 術 情 報 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.fuchucity-iri.jp)からダウンロードできます。また、ご希望があれ

ば、郵送または電子メールで提供します。 
※共同開発の場合、ウ～キの書類は、全参加企業分について提出してください。 
※申込みは、会社概要及び事業内容を説明できる方が行ってください。 
※提出書類に基づく審査の内容は、資格審査、経理審査、技術審査（新規性・優秀

性・市場性・実用性・妥当性）です。 
※面接審査は、5 月 17 日（月）～21 日（金）の間で 30 分程度を予定しています。

※採択、不採択の結果は審査会終了後に通知します。 
※交付申込金額と補助金交付決定・確定額が異なる場合があります。 
※原則として交付決定後、事業を実施してください。 
※補助金の交付は完了検査終了後になります。 
※提出された申込書及び関係書類は採択の可否に関わらず返却しません。 

支払い方法等 ◆補助決定後の注意事項 
① 技術指導を受けた場合は、指導内容を記入した指導報告書及び指導風景を

撮影した写真数枚を実績報告書に貼付してください。 
② 支払いの確認 

事業遂行状況報告・実績報告において、見積書・契約書（注文書・注文請

書）・仕様書・納品書・請求書・振込控え・領収書・通帳・勘定元帳・認

証登録証・特許出願証等を確認しますので、帳簿類の整備、保管が必要と

なります。 
③ 経費の支払方法 

補助事業に係る経費の支払いは、現金、小切手、金融機関・郵便局からの

振込払いを原則とします。 
④ 事業遂行状況報告書（指定様式）の提出 

2010 年 10 月末日までの事業遂行状況について、11 月 12 日（金）までに

事業遂行状況報告書を提出していただきます。その後、中間検査を実施し

ます。 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・ 非公開 
応募件数 ・ 非公開 
事業予算規模 ・ 非公開 
パンフ等の有無 ・ チラシ有 
 

 
5. 採択に伴う義務 



採択に伴う義務等  補助事業終了後の注意事項 
① 完了報告書の提出 

事業完了後、すみやかに完了報告書（指定様式）を提出してください。（最

終提出期限は 2011 年 3 月 31 日です。） 
完了報告書に基づき、完了検査を行います。完了検査後、指定の口座に補

助金を振り込みます。 
② 関係書類の保存 

補助事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は、5 年間保存してください。

③ 補助事業の公開 
補助事業を受けた企業は、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年、

資本金、業種、従業員数、交付年度、事業名、テーマ名、補助金額を公開

します。 
④ 取得財産の制限 

補助事業により取得または効用を増加した機械装置等の財産については、

台帳を設け、保管状況を明らかにしてください。 
取得財産等のうち、その取得または効用を増加した価格が 50 万円以上の

ものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている

耐用年数の期間内に、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸し

付け、取り壊し、担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を

得てください。 
⑤ 遵守事項 

ア.補助事業の実施結果による発明、考案等に関して、特許権・実用新案

権・意匠権等を、補助事業年度を含め 6年以内に出願、取得したとき、

またはそれらを譲渡、もしくは実施権を設定したときは、申し出てく

ださい。 

イ.企業化等により収益が生じたときは、補助金の全部または一部に相当

する額を納付していただくことがありますので、申し出てください。

 

6. 平成 23 年度の計画・予定等 
計画・予定等 ・変更なし 
 
 


